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                     【即して】

     【即して】                           【即して】

【適合して】

【適合して】

森林計画制度の体系図 

地域別の森林計画（5年ごと 10年計画）

・国有林の森林整備、保全の方向

・伐採、造林、林道、保安林の整備の目標等

(立 案 者)森林管理局長

(根拠法令)森林法第 7 条の 2 

森林経営計画（5 年計画）

森林所有者または森林の経営の委託を受けた

者が、自発的に作成する具体的な伐採、造林、

作業路網の整備等に関する計画

(立 案 者)森林所有者等

(根拠法令)森林法第 11 条

森林整備保全事業計画 

森林整備事業と治山事業に

関する５年間の事業計画

  （民有林） （国有林） 

全国森林計画（5年ごと 15 年計画）

（現計画 H26.4～H41.3） 

・国の森林整備及び保全の方向

・地域森林計画等の指針

(立 案 者)農林水産大臣

(根拠法令)森林法第 4 条

森林・林業基本計画 

・長期的かつ総合的な政策の方向・目標

(立 案 者)政府

(根拠法令)森林・林業基本法第 11 条

一般の森林所有者に対する措置 

・伐採及び伐採後の造林の届出

・施業の勧告

・無届伐採に係る伐採の中止命令・造林命令

・伐採及び伐採後の造林の計画の変更・遵守命令

・森林の土地の所有者となった旨の届出  等

地域森林計画（5年ごと 10 年計画） 

（現計画 H22.4～H32.3） 

・都道府県の森林関連施策の方向

・伐採、造林、林道、保安林の整備の目標等

・市町村森林整備計画の指針

(立 案 者)都道府県知事

(根拠法令)森林法第 5 条

市町村森林整備計画（5 年ごと 10年計画） 

（現計画 H22.4～H32.3）

・市町村が講ずる森林関連施策の方向

・森林所有者等が行う伐採、造林等の規範

(立 案 者)市町村長

(根拠法令)森林法第 10 条の 5 

※S37 第一次全国森林計画
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○大阪地域森林計画の樹立･変更の経過 ※地域森林計画の変更は、対象民有林面積の減少のみの場合を除いて記載

年度 樹立・変更の経過 備    考 

Ｈ20  全国森林計画の樹立 

Ｈ21 樹立【H22.4.1～H32.3.31】  

Ｈ22   

Ｈ23 変更 全国森林計画の変更（森林法改正に伴う）

Ｈ24  森林経営計画制度の開始（改正森林法施行）

Ｈ25  全国森林計画の樹立 

Ｈ26 樹立【H27.4.1～H37.3.31】  

○直近５年間の森林計画制度を巡る動向 

Ｈ23． 7 全国森林計画変更（森林法改正に伴う） 

■主な改正点

・公益的機能別施業森林等の区分を、３機能(水土保全林、森林と人との共生林、資源の循環利用林)から

５機能(水源涵養機能、山地災害防止機能/土壌保全機能、快適環境形成機能、保健文化機能、木材等生産機能)

に変更。重複して機能区分が設定できるようになったことにより、より細やかに、現実に即

した森林機能区分の設定が可能となった。 

・森林施業計画から、森林経営計画へ転換。集約化を前提に、路網の整備等を含めた実効性の

ある計画について、森林所有者のほか、その委託を受けて長期・継続的に森林経営を行う者

（森林組合等）も計画作成が可能となった。
※森林経営計画：一定のまとまった森林において、森林施業を集約化し、効率的な施業を行うことで、森林の持つ

多面的機能を十分に発揮させることを目的に、森林所有者等が、森林の施業及び保護について作

成する５年を１期とする計画 

Ｈ24． 4 森林経営計画制度の開始（改正森林法施行） 

Ｈ25．10 全国森林計画樹立【Ｈ26．4．1～Ｈ41．3．31】 

     ■主な変更点

・建築、土木、再生エネルギー等多様な分野における需要者のニーズに即した供給体制の推進

     ・近年頻発する集中豪雨や地震に備えて、事前防災や減災の考えに立ち、治山施設の計画的な

整備などのハード対策と避難体制の整備などのソフト対策とを連携させた対策の実施

・少花粉スギなどの花粉症対策苗木の増進

国の動向

Ｈ23．12 大阪地域森林計画変更 

     ■主な変更点 

・公益的機能別施業森林等について、３機能区分から５機能区分へ変更。その機能を十分に発

揮できるよう森林の整備及び保全の推進について新たに記載 

・森林施業計画から、森林経営計画への転換に伴い、森林所有者から林業事業体等への森林経

営の委託の推進について新たに記載 

Ｈ25．12 「放置森林対策行動計画【Ｈ19 年度～Ｈ28 年度】」を改定

■後期計画（平成 25 年度～28 年度）を改定 

・収穫期にある人工林の搬出間伐を進め、森林の公益的機能を向上 

・木材利用を一層拡大することにより、林業・木材産業の再生と持続的な経営を促進 

・川上と川下が木材利用促進の両輪となり、同じ目標を見据えて行動できるよう目標値を設定 

大阪府の動向

森森林林計計画画制制度度をを巡巡るる動動ききににつついいてて



大阪地域森林計画（案）の概要 

「林地開発」及び「伐採届」による開発行為完了に伴い、前計画から森林区域が 343.9ha 減少した。 

府内の森林面積 ５５，１５４ha → ５４，８１０ha 

  ・「林地開発」による森林面積の減少  309.9ha 

〔うち H26 完了分  河南町 4.7ha（ソーラーパネルの設置）、茨木市 0.8ha（道路建設）〕 

  ・「伐採届」による森林面積の減少   34.0ha（20 市町：農用地造成など 110 件）（H22～H26）

森林区域の面積

森林計画区内の民有林について、５年ごとに 10 年を１期として樹立する府の森林関連施策の方向

や森林整備の目標等を示した計画であり、市町村森林整備計画の指針となるもの。 

【地域森林計画において掲げる主な事項】 

対象とする森林の区域 

森林の有する機能別の森林の整備及び保全の目標その他森林の整備及び保全に関する基本的な事

項 

伐採立木材積その他森林の立木竹の伐採に関する事項（間伐に関する事項を除く） 

間伐立木材積その他間伐及び保育に関する事項 

委託を受けて行う森林の施業又は経営の実施、森林施業の共同化その他森林施業の合理化に関する

事項 

保安林の整備、保安施設事業に関する計画その他保安施設に関する事項 

地域森林計画とは…

全国森林計画の各流域割当数量に則し、実績や齢級構成等府内の森林の状況を鑑み、計画量を変更する。

主な計画量（10年間）      ※新計画量は H27 年度～H36 年度までの計画量、前計画量は H22 年度～H31 年度までの計画量

区  分 新計画量
前計画量

方  針 
前半 5年

伐採材積 

（千 ）

主 伐 201 176 88
森林経営計画を策定し、森林作業道等の整備や森林施業の集約化を進

めることで、施業コストの削減を図り、主伐、搬出間伐を促進する。 
間 伐 236 235 142

間伐面積（ha） 7,113 8,300 5,050

保安林面積

（ha） 

※計画期末の面積 

水源涵養 9,606 9,381 150

被災地や荒廃地における山地災害対策を着実に進めるとともに、森林

の適切な利用を推進するため保安林指定を行う。 

災害防備 7,726 7,300 255

保健・風致等 5,615 5,545 124

※保安林面積の前半５年間の計画量は増加量を表す。 

森林の整備・保全の主な計画量と方針 

持続可能な森林管理（P.7～8） 

・収穫期に移行しつつある森林資源を有効に活用しながら、森林の多面的機能の持続的な発揮を図るため、森林作業

道等の整備や森林施業の集約化を図る、「森林経営計画」の策定を促進する。 

森林資源の利用促進（P.8） 

・府内や近隣府県でも複数の木質バイオマス発電施設の整備が進んでいることから、燃料としての需要拡大が見込ま

れる木質チップ材に対して、未利用間伐材の活用を促進する。 

・「おおさか河内材」や「おおさか和泉材（いずもく）」等の府内産材のブランド化により地域産材の利用を促進する。 

・工務店や設計士等と連携した内装材としての活用や、民間の寄付金による一園一室木のぬくもり推進モデル事業等

により府内産材の利用を促進する。 

森林の適切な保全（P.8） 

・集中豪雨等による山地災害を未然に防止又は軽減するため、治山施設と荒廃森林の整備を計画的に進める。 

・土石流に伴う流木災害を防止するため、渓流沿いにおける危険木の除去等、流木対策を推進する。 

・ハザードマップの作成や地域住民との防災パトロールなど、地域住民の減災意識を高めるソフト対策を推進する。 

多様な森林への誘導（P.9） 

・生物多様性の保全のため、国の補助制度を活用し、地域住民、森林所有者が協力して行う里山保全・再生の取り組

みを支援する。また、スギ、ヒノキの人工林においても、多様な生き物が生息できる空間を創出するため、択伐施

業による複層林化を実施する。 

森林病害虫等の森林被害対策の方針（P.30） 

・ナラ枯れ被害に対し、現況調査を強化するなど、早期発見により適切な措置を行う。特に、歩道沿いや人家裏等、

人的被害の恐れのある箇所を優先して対策を実施する。 

鳥獣の森林被害対策の方針（P.30） 

北摂地域において植栽木への食害や特定植物の消失といったシカによる被害が顕著になっていることから、植栽木へ

の円筒状チューブの設置や防鹿柵の設置、頭数管理など、関係部局と連携を図りながら防除活動等を推進する。 

放置竹林の対策の方針（P.30） 

放置竹林の拡大を防ぐため、アドプトフォレスト制度等を活用し、企業、ＮＰＯ等による竹林整備を促進するととも

に、竹資源を活用した新たな活用方策について検討するなど、利用促進に努める。 

主な変更点

実行結果（５年間）※前計画の前半 5年分（H22 年度～H26 年度）に対応する計画量及び実行量

項   目 計 画 量 実 行 量 実行歩合 

伐 採 材 積（千ｍ3）
主 伐 88 47 53%

間 伐 142 104 73%

間 伐 面 積（ha） 5,050 3,621 72%

保安林指定（ha） 

水 源 涵 養 150 271 181%

災 害 防 備 255 483 189%

保健・風致等 124 175 141%

・主伐については、材価低迷等により伐採が低調であったため計画量を下回ったが、間伐については、

京都議定書の第一約束期間（H20～H24）における森林吸収量の目標達成に向け、造林補助事業等の

国庫補助事業を活用し、間伐を推進したことにより、計画量の７割となった。 

・保安林については、被災地や荒廃地等において山地災害対策を推進するため、千早赤阪村や河内長

野市、和泉市、岸和田市等で指定を行った。また、ハイキング道など国定公園等により、森林の適

切な利用が求められている区域について、保健保安林の指定を行った。 

主な前計画の実行結果
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